
２０１８年１１月３０日（金）

９：３０～１７：３０

弁護士会館２階講堂クレオ
千代田区霞が関1-1-3（東京メトロ「霞ヶ関駅」B1-b出口直結）

主催：法務省，特許庁，最高裁判所，知的財産高等裁判所
日本弁護士連合会，弁護士知財ネット

後援：国際協力機構（JICA），国際民商事法センター，日本弁理士会

国際知財司法シンポジウム

ASEAN+3 アドバンストセミナー２０１８

応募の際は，
①氏名（ふりがな），②職業，③年齢，④電話番号，⑤弁理士番号（弁理士
の方のみ）を明記の上，件名を「アドバンストセミナー２０１８応募」として，下記
アドレスまでお申し込みください。

応募用メールアドレス：advanced-seminar2018＠i.moj.go.jp

※定員になり次第，申込受付を終了いたしますので御了承ください。
※セミナー当日は，記録のため写真撮影を行います。
※本セミナーは，弁理士の継続研修に認定されています。



パネルディスカッション（ASEAN各国裁判官）

9:30～9:45

9:45～10:15

10:15～10:45

閉会挨拶 弁護士知財ネット理事長
末吉 亙

11:00～12:30

プログラム概要（日英同時通訳）

１１月３０日（金）９時受付開始

15:45～17:15

13:45～15:30

17:15～17:30

開会挨拶 法務省事務次官
黒川 弘務

基調講演① 知的財産高等裁判所長
髙部 眞規子

基調講演② 特許庁審判部長
今村 玲英子

パネルディスカッション（日中韓裁判官）

【午前】

【午後】

セミナー概要

本セミナーは，日中韓・ASEAN諸国を対象とした昨年度の
「国際知財司法シンポジウム２０１７」を発展させ，アジア地
域における知的財産関係の紛争処理能力の更なる向上を図ると
ともに，我が国の法曹関係者や知財ユーザーにアジア地域にお
ける最新の知財関連情報を提供することを目的に開催します。
本セミナーでは，ASEAN諸国をはじめ日中韓の裁判官が一堂

に会し，特許権や営業秘密に関するライセンス契約をめぐる法
的紛争に関するケースを題材にパネルディスカッションを行い，
各国における知財紛争解決制度を比較検証します。

パネルディスカッション（ASEAN各国裁判官）


